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戦
後
日
本
の
戦
没
者
追
悼
事
業 

新
し
い
国
立
追
悼
施
設
は
な
ぜ
実
現
し
な
か
っ
た
か 

政
策
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
科 

修
士
課
程
二
年 

小
野
田
亮 

 

は
じ
め
に 

一
、
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
と
中
国
の
反
発 

二
、
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
の
性
格 

三
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
要
因 

お
わ
り
に 

 は
じ
め
に 

 

国
は
戦
没
者
の
追
悼
を
ど
こ
で
す
る
べ
き
か
。
戦
前
、
国
は
靖
国
神
社
で
戦
没
者

を
追
悼
し
て
き
て
お
り
、
当
時
そ
の
追
悼
は
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

敗
戦
と
同
時
に
国
が
靖
国
神
社
で
戦
没
者
の
追
悼
を
す
る
意
味
は
相
対
化
さ
れ
、
し

か
も
靖
国
神
社
が
国
の
機
関
で
は
な
く
一
つ
の
宗
教
法
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
、
政
教
分
離
問
題
と
外
交
問
題
が
惹
起
さ
れ
る
原
因
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

現
在
、
こ
の
議
論
は
「
靖
国
神
社
問
題
」
と
し
て
主
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

靖
国
神
社
問
題
は
首
相
が
戦
没
者
追
悼
の
た
め
に
靖
国
神
社
へ
参
拝
す
る
べ
き

か
ど
う
か
の
論
争
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
そ
れ
が
今
に
見
る
よ
う
な
政
治
的
問
題
と
な

っ
た
の
は
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
首
相
の
参
拝
は
私
的
な
の
か
公
的
な

の
か
、
合
憲
な
の
か
違
憲
な
の
か
が
問
わ
れ
、
さ
ら
に
一
九
七
八
年
に
靖
国
神
社
に

よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
Ａ
級
戦
犯
合
祀
の
問
題
や
、
そ
の
合
祀
に
伴
う
天
皇
親
拝
の

中
止
、
参
拝
を
め
ぐ
っ
て
中
国
や
韓
国
へ
の
配
慮
を
ど
う
す
る
の
か
な
ど
の
、
政
教

分
離
の
問
題
や
外
交
関
係
へ
の
影
響
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
首
相
の
参
拝
に
対

し
て
国
内
で
は
数
々
の
裁
判
も
起
こ
さ
れ
た
。
さ
ら
に
中
国
や
韓
国
な
ど
の
海
外
か

ら
の
反
発
も
深
刻
化
し
実
際
に
外
交
が
停
滞
す
る
と
い
う
事
態
を
も
生
ん
で
い
る
一

。 

 

靖
国
神
社
に
よ
っ
て
巻
き
起
こ
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
一
年
小
泉

内
閣
は「
追
悼
・
平
和
記
念
の
た
め
の
記
念
碑
等
施
設
の
在
り
方
を
考
え
る
懇
談
会
」

（
以
下
、
追
悼
懇
）
を
設
置
し
た
。
こ
の
追
悼
懇
は
靖
国
神
社
な
ど
の
既
存
の
施
設

で
追
悼
が
実
施
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
新
し
い
追
悼
の
場
を
作
り
誰
も
が
わ
だ
か
ま

り
な
く
追
悼
の
意
を
捧
げ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
の
建
設
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て

い
る
。 

 

現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
戦
没
者
追
悼
の
中
心
的
な
公
式
事
業
は
「
全
国
戦
没
者
追

悼
式
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
追
悼
式
は
一
九
五
二
年
に
新
宿
御
苑
で
初
め
て
実
施
さ

れ
、
一
九
六
五
年
以
降
は
毎
年
、
日
本
武
道
館
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
追
悼
式
の
参

加
者
は
一
般
的
に
全
国
の
地
方
自
治
体
が
日
本
遺
族
会
の
協
力
を
得
て
募
集
し
た

戦
没
者
の
遺
族
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
近
年
は
遺
族
の
高
齢
化
が
進
み
参
加

者
も
減
少
傾
向
に
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
追
悼
式
が
実
施
さ
れ
て
い

る
日
本
武
道
館
は
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
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全
国
戦
没
者
追
悼
式
も
イ
ベ
ン
ト
の
一
つ
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
な

く
も
な
い
。
こ
れ
で
は
参
加
者
が
減
少
す
れ
ば
イ
ベ
ン
ト
を
開
く
意
味
も
無
く
な
っ

て
し
ま
い
、
今
の
ま
ま
で
は
全
国
戦
没
者
追
悼
式
も
い
つ
か
は
消
え
て
な
く
な
っ
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 

戦
前
は
靖
国
神
社
が
戦
没
者
追
悼
を
実
施
す
る
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い

う
歴
史
的
経
緯
を
鑑
み
る
と
、
確
か
に
靖
国
神
社
が
戦
没
者
追
悼
の
た
め
の
中
心
的

施
設
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
靖
国
神
社
に
は
前
述
し
た
よ
う
な
様
々

な
問
題
が
あ
り
、
現
行
の
日
本
武
道
館
で
の
追
悼
式
は
消
滅
し
て
し
ま
う
可
能
性
も

あ
る
。
よ
っ
て
戦
没
者
追
悼
事
業
を
恒
久
的
に
実
施
す
る
た
め
に
も
新
し
い
国
立
追

悼
施
設
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
施
設
が
検
討
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

実
際
に
は
建
設
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
を
巡
る

論
争
を
中
心
に
そ
の
原
因
を
考
察
し
た
い
。 

 

一
、
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
と
中
国
の
反
発 

 

追
悼
懇
を
設
置
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
一
年
の
小
泉
首
相
に
よ
る
靖

国
神
社
参
拝
で
あ
る
。
小
泉
は
自
民
党
総
裁
選
当
時
か
ら
公
約
と
し
て
靖
国
神
社
参

拝
を
掲
げ
て
お
り
二

、
実
際
に
総
裁
に
就
任
す
る
と
初
の
記
者
会
見
で
「
戦
没
者
慰

霊
祭
の
行
わ
れ
る
日
に
は
、
そ
う
い
う
方
々
の
犠
牲
の
上
に
た
っ
て
今
日
の
日
本
が

あ
る
ん
だ
と
い
う
気
持
ち
を
表
す
の
は
当
然
で
は
」
と
参
拝
に
意
欲
を
示
し
た
三
。

こ
の
発
言
に
対
し
、
中
国
か
ら
過
去
の
日
本
の
侵
略
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
ア
ジ
ア
人

民
の
心
を
踏
み
に
じ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
も
「
よ
そ
か
ら
批
判

さ
れ
て
な
ぜ
中
止
す
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
首
相
と
し
て
二
度
と
戦
争
を
起
こ
さ

な
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
も
参
拝
を
し
た
い
」
と
靖
国
神
社
参
拝
に
こ
だ
わ
り
を
み

せ
た
四

。
当
然
、
中
国
か
ら
の
批
判
は
強
ま
る
一
方
と
な
る
。
同
年
七
月
に
田
中
真

紀
子
外
相
と
会
談
し
た
唐
家
璇
外
相
は
首
相
の
靖
国
参
拝
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う

強
く
求
め
、日
本
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
の
前
で「
や
め
な
さ
い
と
ゲ
ン
メ
イ
し
ま
し
た
」

と
日
本
語
で
語
る
異
例
の
事
態
と
な
っ
た
五
。 

 

こ
う
し
た
事
態
を
懸
念
し
た
の
が
直
前
ま
で
駐
中
国
大
使
を
務
め
て
い
た
谷
野

作
太
郎
だ
っ
た
。
谷
野
は
す
で
に
中
国
側
の
激
し
い
反
発
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
を
福

田
康
夫
官
房
長
官
に
伝
え
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
官
房
副
長
官
で
あ
っ
た
古
川
貞
二

郎
は
「
何
人
も
わ
だ
か
ま
り
な
く
戦
没
者
等
に
追
悼
の
誠
を
捧
げ
る
」
こ
と
の
で
き

る
「
場
」
を
議
論
す
る
懇
談
会
の
設
置
を
提
案
す
る
六

。
こ
の
こ
と
は
福
田
か
ら
小

泉
に
伝
え
ら
れ
、
靖
国
参
拝
時
に
発
表
す
る
談
話
の
中
に
「
ま
た
、
今
後
の
問
題
と

し
て
、
靖
国
神
社
や
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
に
対
す
る
国
民
の
思
い
を
尊
重
し
つ
つ

も
、
内
外
の
人
が
わ
だ
か
ま
り
な
く
追
悼
の
誠
を
捧
げ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、

議
論
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
」
の
文
言
が
追
加
さ
れ
七

、
十

二
月
十
四
日
に
内
閣
官
房
長
官
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
追
悼
懇
が
発
足
し
た
。 

 

追
悼
懇
は
「
何
人
も
わ
だ
か
ま
り
な
く
戦
没
者
等
に
追
悼
の
誠
を
捧
げ
平
和
を
祈

念
す
る
こ
と
の
で
き
る
記
念
碑
等
国
の
施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
幅
広
く
議
論
す

る
」
と
い
う
趣
旨
の
下
、
国
の
施
設
の
必
要
性
、
種
類
、
名
称
、
設
置
場
所
な
ど
を
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検
討
す
る
と
し
た
。
委
員
は
、
東
江
康
治
（
前
名
桜
大
学
長
、
元
琉
球
大
学
長
）、

今
井
敬
（
社
団
法
人
経
済
団
体
連
合
会
会
長
，
新
日
本
製
鐵
株
式
会
社
代
表
取
締
役

会
長
）、
上
島
一
泰
（
株
式
会
社
ウ
エ
シ
マ
コ
ー
ヒ
ー
フ
ー
ズ
代
表
取
締
役
社
長
，

前
社
団
法
人
日
本
青
年
会
議
所
会
頭
）、
上
坂
冬
子
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
、

評
論
家
）、
草
柳
文
惠
（
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
、
キ
ャ
ス
タ
ー
）、
坂
本
多
加
雄
（
学
習
院

大
学
法
学
部
教
授
）、
田
中
明
彦
（
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
教
授
）、
西
原
春
夫

（
学
校
法
人
国
士
舘
理
事
長
、
元
早
稲
田
大
学
総
長
）、
御
厨
貴
（
政
策
研
究
大
学

院
大
学
教
授
）、
山
崎
正
和
（
劇
作
家
、
東
亜
大
学
長
）
の
十
名
で
あ
っ
た
八
。 

 

そ
も
そ
も
こ
の
追
悼
懇
が
開
か
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
中
国
の
反
発
と
は
ど

う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
は
戦
前
も
戦
後
も

行
わ
れ
て
お
り
、
戦
前
は
近
衛
文
麿
か
ら
鈴
木
貫
太
郎
ま
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領

中
も
東
久
邇
宮
稔
彦
と
幣
原
喜
重
郎
が
参
拝
し
て
い
る
。
主
権
回
復
後
も
一
九
五
一

年
に
吉
田
茂
が
参
拝
し
て
お
り
、
以
後
、
中
曽
根
康
弘
ま
で
歴
代
首
相
の
多
く
は
靖

国
神
社
に
参
拝
を
し
て
お
り
九

、
そ
の
間
、
中
国
が
激
し
く
反
発
す
る
よ
う
な
こ
と

は
な
か
っ
た
。
首
相
の
靖
国
参
拝
に
対
し
て
中
国
が
初
め
て
抗
議
し
た
の
は
一
九
八

五
年
の
中
曽
根
に
よ
る
靖
国
神
社
公
式
参
拝
の
前
日
で
あ
っ
た
一
〇

。 

 

こ
の
中
国
の
抗
議
の
根
拠
は
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
正
常
化
に
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
当
時
の
中
国
政
府
は
過
去
に
起
こ
さ
れ
た
日
中
間
の
戦
争
は
日
本
の

「
一
部
の
軍
国
主
義
者
」
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
、
日
本
の
一
般
国
民
に
は
責
任

が
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
中
国
人
民
と
同
じ
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
二

分
論
」
の
立
場
を
と
っ
た
一
一

。
米
中
和
解
、
中
ソ
対
立
と
い
う
国
際
環
境
の
な
か
で

賠
償
金
を
請
求
せ
ず
に
日
本
と
和
解
す
る
決
断
を
し
た
中
国
政
府
に
と
っ
て
は
、
国

内
向
け
に
必
要
な
論
理
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
か
ら
す
る
と
、
中
国
に
と
っ
て
Ａ
級

戦
犯
が
祀
ら
れ
た
靖
国
神
社
に
日
本
の
首
相
が
参
拝
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
慰
霊
を

名
目
と
し
て
い
て
も
日
本
政
府
が
戦
争
責
任
を
軽
視
し
て
い
る
と
見
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
と
な
る
。 

 

さ
ら
に
中
国
が
こ
の
抗
議
に
い
た
る
下
地
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
一
九
八
二
年

に
起
き
た
い
わ
ゆ
る
歴
史
教
科
書
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
九
八
三
年
か
ら
採
用

さ
れ
る
高
校
用
の
歴
史
教
科
書
の
一
部
で
、
中
国
の
「
華
北
へ
の
侵
略
」
と
い
う
表

現
が
文
部
省
の
検
定
に
よ
っ
て
「
華
北
へ
の
進
出
」
に
書
き
換
え
ら
れ
た
と
日
本
の

メ
デ
ィ
ア
が
報
じ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
一
二
。
事
実
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ

こ
か
ら
日
本
の
「
歴
史
の
歪
曲
」「
過
去
の
美
化
」
に
対
す
る
中
国
か
ら
の
批
判
が

起
き
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
政
府
の
対
日
観
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
言

わ
れ
て
い
る
一
三

。 

 

中
曽
根
は
こ
う
し
た
中
国
政
府
の
批
判
を
な
だ
め
、
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
を

続
け
る
た
め
に
、
一
九
八
六
年
に
訪
中
を
予
定
し
て
い
た
稲
山
嘉
寛
（
当
時
、
経
団

連
会
長
）
に
中
国
の
政
府
要
人
へ
の
釈
明
を
要
請
し
た
。
稲
山
と
会
談
し
た
鄧
小
平

は
「
参
拝
は
日
中
双
方
を
困
ら
せ
る
こ
と
だ
。
参
拝
が
あ
れ
ば
中
国
は
厳
し
い
反
応

を
示
さ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
返
答
し
、
参
拝
に
対
す
る
理
解
を
拒
否
し
た
一
四

。
さ
ら

に
当
時
の
共
産
党
総
書
記
の
胡
耀
邦
は
次
の
よ
う
に
話
し
た
と
い
う
。 
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重
要
な
こ
と
は
ほ
か
で
も
な
く
、
靖
国
神
社
に
戦
犯
が
祀
っ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

戦
犯
が
い
な
け
れ
ば
な
に
も
問
題
は
な
い
。
戦
犯
を
祀
っ
て
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
一

国
の
内
政
問
題
で
は
な
く
な
り
、
一
国
の
首
脳
が
公
式
に
世
界
公
認
の
戦
犯
を
参
拝

す
る
な
ら
ば
、
必
ず
全
世
界
の
関
心
を
引
く
。・
・
・
彼
ら
は
今
な
お
、
戦
犯
を
偲
び
、

そ
の
行
為
を
賛
美
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
彼
等

が
善
悪
の
区
別
も
つ
け
ら
れ
な
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
中
曽
根
さ
ん
の

友
人
と
し
て
忠
告
し
た
い
。
近
年
来
、
貴
国
政
府
の
世
界
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
非

常
に
よ
く
な
っ
て
い
る
。
平
和
な
イ
メ
ー
ジ
、
自
国
の
発
展
に
努
力
し
て
い
る
イ
メ

ー
ジ
、
科
学
の
発
展
に
努
力
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
よ
い
イ
メ
ー

ジ
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
の
に
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
こ
と
で
そ
れ
を
台
無
し
に
し

て
も
ら
い
た
く
な
い
一
五

。 

 
 

 

こ
の
発
言
は
首
相
の
公
式
参
拝
に
よ
っ
て
戦
後
日
中
両
国
で
築
き
上
げ
た
関
係

が
壊
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
中
曽
根
は
首
相
の
公
式
参
拝
に

対
す
る
中
国
の
否
定
的
な
反
応
を
受
け
て
Ａ
級
戦
犯
を
慰
霊
の
対
象
か
ら
外
す
「
分

祀
」
の
道
を
探
っ
た
。
政
教
分
離
の
原
則
か
ら
政
府
が
靖
国
神
社
に
対
し
て
直
接
指

示
や
命
令
を
出
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、
旧
知
の
瀬
島
龍
三
に
頼
み
、
自
身
も
Ａ
級
戦

犯
の
次
男
で
あ
る
日
本
遺
族
会
会
長
の
板
垣
正
と
協
力
し
て
分
祀
の
説
得
に
あ
た

っ
た
が
、
東
条
英
機
の
遺
族
と
靖
国
神
社
の
反
対
を
受
け
て
不
調
に
終
わ
っ
て
し
ま

っ
た
一
六

。 

 

こ
の
中
国
の
反
発
か
ら
見
え
る
こ
と
は
、
靖
国
神
社
が
Ａ
級
戦
犯
を
合
祀
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
外
交
問
題
を
惹
起
す
る
原
因
を
内
包
し
た
こ
と
と
、
政
教
分
離
の
原
則

に
よ
り
政
府
が
そ
の
原
因
を
取
り
除
く
た
め
靖
国
神
社
に
手
出
し
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
二
つ
の
障
壁
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
Ａ
級
戦
犯
の
合
祀
が
追
悼
施

設
と
し
て
の
靖
国
神
社
に
傷
を
つ
け
、
な
お
か
つ
制
度
的
に
そ
の
傷
を
な
お
す
こ
と

が
で
き
な
い
以
上
、
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
を
建
設
す
る
と
い
う
案
は
順
当
な
考
え

だ
と
思
わ
れ
る
。 

 

二
、
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
の
性
格 

 

前
述
し
た
よ
う
な
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
追
悼
懇
が
ど
の
よ
う
な
追
悼
施

設
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
追
悼
懇
の
報
告
書
か
ら
見
て
い
き
た
い
。 

 

追
悼
懇
の
会
合
は
公
開
で
行
わ
れ
、
第
一
回
会
合
は
二
〇
〇
一
年
十
二
月
十
九
日

に
開
催
し
、
第
六
回
会
合
ま
で
は
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
開
か
れ
て
い
た
が
、
第
七
回

は
第
六
回
か
ら
半
年
後
の
十
一
月
に
開
か
れ
、
第
八
回
か
ら
は
、
十
二
月
九
日
、
十

三
日
、
二
十
四
日
と
短
期
間
の
う
ち
に
三
回
の
会
合
を
開
き
、
十
二
月
二
十
四
日
に

は
最
終
的
な
報
告
書
が
出
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
会
合
が
開
か
れ
な
か
っ
た
半
年
間

の
間
に
は
、
五
回
の
非
公
開
の
勉
強
会
が
開
か
れ
た
一
七
。 

 

追
悼
懇
が
最
終
的
に
出
し
た
報
告
書
は
五
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
一
八

。 

 

ま
ず
「
一 
は
じ
め
に
」
で
は
懇
談
会
と
し
て
国
立
の
無
宗
教
の
施
設
が
必
要
で
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あ
る
と
表
明
し
て
い
る
。 

 

「
二 
追
悼
・
平
和
記
念
施
設
の
必
要
性
」
で
は
国
立
の
追
悼
施
設
を
作
る
必
要

性
に
つ
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
や
戦
争
を
知
ら
な
い
若
い
世
代
の
増
加
を
受

け
て
国
家
と
し
て
平
和
の
誓
い
を
国
内
外
へ
発
信
し
追
悼
と
平
和
祈
念
が
不
可
分

で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
家
と
し
て
歴
史
に
つ
い
て
の
解
釈
を
一
義
的

に
定
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
国
民
に
よ
る
多
様
な
解
釈
を
保
障
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し

て
い
る
。 

 

「
三 

追
悼
・
平
和
記
念
施
設
の
基
本
的
性
格
」
で
は
具
体
的
な
方
針
が
述
べ
ら

れ
、
こ
の
施
設
が
「
追
悼
と
平
和
祈
念
の
た
め
の
国
立
の
無
宗
教
施
設
」
で
あ
る
こ

と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
追
悼
の
対
象
は
明
治
維
新
以
後
に
日
本
の

係
わ
っ
た
戦
争
に
お
け
る
死
没
者
、
戦
後
の
防
衛
活
動
・
平
和
維
持
活
動
で
の
死
没

者
で
、
民
間
人
・
外
国
人
も
含
む
と
し
て
い
る
。
ま
た
具
体
的
な
個
々
の
人
間
が
追

悼
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
出
発
し
て
か
ら
過
去
に
日
本
が
係
わ
っ
た

戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
に
加
え
て
、
将
来
に
起
こ
り
得
る
事
態
を
想
定
し
て
、
日
本

の
平
和
や
安
全
を
保
つ
た
め
の
活
動
と
日
本
が
係
る
国
際
平
和
の
た
め
の
活
動
な

ど
の
死
没
者
ま
で
も
が
対
象
に
な
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
将
来
の
死
没
者
と
は
主
に

自
衛
隊
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
他
に
も
国
の
意
思
に
従
っ
た
活
動
の
た
め

に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
参
加
し
た
民
間
人
の
死
没
者
も
含
む
と
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
懇
談
会

で
は
議
論
さ
れ
て
い
た
一
九
。 

 

こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
戦
後
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
本
は
日
本
国
憲
法
に
よ
り
不
戦

の
誓
い
を
行
っ
て
お
り
、
日
本
が
戦
争
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
あ
り
得
な
い
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
戦
後
の
日
本
に
と
っ
て
、
日
本
の
平
和
と
独
立
を
害
し
た
り
、
国
際
平

和
の
理
念
に
違
背
す
る
行
為
を
し
た
者
の
中
に
死
没
者
が
出
て
も
、
こ
の
施
設
に
お

け
る
追
悼
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
し
て
、
過
去
の
戦
争
に

お
け
る
外
国
人
戦
没
者
と
、
今
後
の
平
和
維
持
活
動
に
お
け
る
相
手
側
の
死
没
者
と

の
間
に
線
引
き
が
な
さ
れ
た
。「
無
宗
教
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
憲
法
に
反
し
な

い
よ
う
宗
教
性
を
排
除
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
施

設
を
訪
れ
て
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
に
基
づ
い
て
、
各
人
が
望
む
形
式
で
追
悼

を
行
う
こ
と
は
保
障
す
る
と
し
て
い
る
。 

 

「
四 

既
存
施
設
と
の
関
係
」
で
は
、
新
施
設
が
靖
国
神
社
・
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者

墓
苑
と
共
存
で
き
、
既
存
の
施
設
の
存
在
意
義
を
失
わ
さ
せ
る
こ
と
な
く
別
個
な
目

的
を
達
成
で
き
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
靖
国
神
社
は
宗
教
法
人
の
宗
教
施
設
で

あ
る
が
、
新
施
設
は
国
立
の
無
宗
教
の
施
設
で
あ
り
個
々
の
死
没
者
を
慰
霊
・
顕
彰

す
る
た
め
の
施
設
で
は
な
い
と
規
定
す
る
。
ま
た
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
は
遺
族
に

引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
戦
没
者
の
遺
骨
を
納
め
る
た
め
に
建
設
さ
れ
た
施
設

で
あ
り
、
新
施
設
と
は
目
的
が
異
な
る
と
説
明
し
て
い
る
。 

 

「
五 
追
悼
・
平
和
祈
念
施
設
を
つ
く
る
と
し
た
場
合
の
施
設
の
種
類
等
」で
は
、

施
設
の
種
類
・
名
称
・
設
置
場
所
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
の
は
時
期
尚
早
だ
と
し
て

明
確
な
案
は
出
し
て
い
な
い
。 
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報
告
書
の
最
後
に
は
追
悼
懇
の
開
催
中
に
逝
去
し
た
坂
本
多
加
雄
の
意
見
が
参

考
意
見
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
見
で
は
「
国
の
危
機
に
殉
じ
た
人
々
を

追
悼
し
、
顕
彰
す
る
こ
と
は
、
世
界
各
国
の
国
民
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
徳
で
あ
り

意
志
で
あ
る
。
靖
国
神
社
は
宗
教
法
人
上
は
一
民
間
宗
教
団
体
で
あ
る
が
、
国
民
の

大
多
数
の
意
識
の
上
で
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
追
悼
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
し
、

現
に
そ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
、
国
は
靖
国
神
社
で
公
的
な
追
悼
事
業
を
行
う
べ
き
で

新
し
い
施
設
は
必
要
な
い
と
い
う
考
え
を
表
明
し
て
い
た
二
〇

。こ
こ
か
ら
追
悼
懇
で

は
推
進
だ
け
で
な
く
反
対
の
意
見
も
聞
き
つ
つ
意
見
を
集
約
し
て
い
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。 

 

こ
の
報
告
書
に
お
け
る
主
要
な
論
点
は
「
無
宗
教
」
と
「
追
悼
の
対
象
者
」
の
二

点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
ず
「
無
宗
教
の
施
設
」
と
い
う
の
は
、
報
告
書
の
「
は
じ
め
に
」
に
も
書
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
新
し
い
追
悼
施
設
の
中
心
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
と
言

え
る
。
靖
国
神
社
は
戦
後
ま
も
な
く
単
一
の
宗
教
法
人
と
し
て
再
出
発
し
た
た
め
に
、

政
教
分
離
の
原
則
か
ら
国
が
一
法
人
で
あ
る
靖
国
神
社
で
戦
没
者
の
追
悼
事
業
を

行
う
こ
と
が
憲
法
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
二
一
。
こ
の
違
憲

と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
六
〇
年
代
に
は
「
国
家
護
持
法
案
」
を
立
案
し
、
靖

国
神
社
を
特
別
法
人
に
変
え
て
こ
の
問
題
解
決
を
試
み
る
と
い
う
動
き
も
あ
っ
た

が
実
現
し
な
か
っ
た
二
二

。
こ
の
よ
う
に
、
靖
国
神
社
を
め
ぐ
る
政
治
的
問
題
の
中
心

が
「
政
教
分
離
」
の
問
題
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
新
し
い
追
悼
施
設
を
作
ろ

う
と
す
る
立
場
が
特
定
の
宗
教
に
よ
ら
な
い
「
無
宗
教
」
の
施
設
を
作
ろ
う
と
す
る

の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
と
は
い
え
追
悼
と
い
う
行
為
が
何
ら
か
の
宗
教
的
行
為

に
結
び
つ
く
の
は
確
か
で
あ
り
、「
施
設
自
体
の
宗
教
性
を
排
除
す
る
こ
と
が
こ
の

施
設
を
訪
れ
る
個
々
人
の
宗
教
的
感
情
ま
で
国
と
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
各
自
が
こ
の
施
設
で
自
由
な
立
場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
望

む
形
式
で
追
悼
・
平
和
記
念
を
行
う
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
報
告
書
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
宗
教
団
体
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
に
よ
っ
て
追
悼
・
慰

霊
の
式
典
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
特
定
の
宗
教
に
よ
ら
な
い
無
宗

教
の
施
設
が
目
指
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
反
対
す
る

人
々
の
意
見
は
主
に
三
つ
に
集
約
で
き
る
。
ま
ず
、
追
悼
と
は
そ
も
そ
も
宗
教
的
行

為
で
あ
っ
て
、
無
宗
教
の
追
悼
施
設
と
い
う
の
は
詭
弁
で
あ
る
と
い
う
も
の
。
つ
ぎ

に
、
海
外
の
事
情
を
見
回
す
と
国
家
行
事
に
お
い
て
伝
統
的
な
宗
教
儀
礼
が
含
ま
れ

る
の
は
普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則
が
諸
外
国
と
比
べ

て
厳
格
す
ぎ
る
と
い
う
も
の
。
最
後
に
、
靖
国
神
社
は
戦
後
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策

に
よ
っ
て
単
一
の
宗
教
法
人
と
な
っ
た
が
、
現
代
の
人
々
の
な
か
に
は
単
な
る
民
間

の
宗
教
団
体
で
は
な
く
、
公
的
な
追
悼
施
設
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
意
義
を
重
視
し

た
考
え
も
あ
る
と
い
う
も
の
だ
二
三

。 

 

次
に
「
追
悼
の
対
象
者
」
と
は
、
特
に
Ａ
級
戦
犯
の
扱
い
を
ど
う
す
る
の
か
と
い

っ
た
問
題
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
靖
国
神
社
問
題
の
も
う
一
つ
の
中
心
は
、
一
九

七
八
年
に
靖
国
神
社
に
よ
っ
て
合
祀
さ
れ
た
Ａ
級
戦
犯
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
新
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し
い
追
悼
施
設
が
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
そ
の
施
設
の
性
格
自
体
が
左
右
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う
努
力
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
報
告
書
で
は
「
具
体
的

な
個
々
の
人
間
が
追
悼
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
う
性
格
の
も
の
で

は
な
い
」
と
し
て
Ａ
級
戦
犯
を
追
悼
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
明
確

に
示
し
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
反
対
す
る
意
見
に
は
戦
争
責
任
の
所
在

が
曖
昧
に
な
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
が
、
多
く
は
東
京
裁
判
に
よ
る
Ａ
級
戦
犯
は
遺

族
援
護
法
や
恩
給
法
が
戦
犯
に
対
し
て
適
用
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
国
内
的
に

は
犯
罪
者
と
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
、
靖
国
神
社
が
Ａ
級
戦
犯
を
合
祀
し

て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
る
中
国
や
韓
国
か
ら
の
批
判
は
斥
け
る
べ
き
だ
し
、

新
し
い
追
悼
施
設
は
必
要
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
新
し
い
追
悼
施
設
と
し
て

は
「
死
没
者
を
悼
み
、
死
没
者
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
」
と
い
う
性
格
、
平
和
記
念
と

不
可
分
の
も
の
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
靖
国
神
社
に
お
け
る
英

霊
祭
祀
を
中
心
に
置
こ
う
と
す
る
慰
霊
・
顕
彰
と
い
っ
た
追
悼
と
は
違
う
追
悼
を
行

う
場
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
二
四

。 

 

以
上
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、「
追
悼
懇
」
の
報
告
書
に
書

か
れ
て
い
る
新
し
い
追
悼
施
設
は
全
体
的
に
未
来
志
向
で
近
隣
諸
国
へ
の
配
慮
も

あ
り
、
一
見
す
る
と
追
悼
を
行
う
場
と
し
て
妥
当
な
施
設
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

し
か
し
こ
の
報
告
書
が
出
さ
れ
た
後
か
ら
強
い
反
対
運
動
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、

追
悼
懇
が
目
指
し
た
追
悼
施
設
の
建
設
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

三
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
要
因 

 

新
し
い
国
立
追
悼
施
設
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
要
因
は
、
反
対
派
の
主
た
る
靖
国

神
社
を
支
持
す
る
勢
力
の
変
容
と
、
新
し
い
追
悼
施
設
建
設
を
実
行
さ
せ
る
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
の
二
つ
だ
と
考
え
る
。 

 

ま
ず
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
に
反
対
す
る
勢
力
は
大
き
く
二
つ
に
わ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
つ
は
国
家
に
よ
る
追
悼
は
必
要
な
い
と
い
う
立
場
、
も
う
一
つ
は
追

悼
を
靖
国
神
社
で
行
う
べ
き
と
い
う
立
場
の
二
つ
だ
。
こ
の
二
つ
の
立
場
は
、
国
家

に
よ
る
追
悼
は
本
当
に
必
要
な
の
か
、
靖
国
神
社
が
国
立
施
設
で
な
い
か
ら
と
い
っ

て
新
施
設
と
靖
国
神
社
の
関
係
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
二
つ
の

論
点
と
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。 

 

前
者
の
立
場
は
、
国
立
追
悼
施
設
に
反
対
す
る
宗
教
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
財
団
法
人

全
日
本
仏
教
会
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
協
議
会
な
ど
が
と
っ
て
い
る
二
五

。
反
対
す
る
理

由
は
国
家
が
追
悼
を
す
る
と
い
う
の
は
近
代
国
民
国
家
に
共
通
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
現
れ
で
あ
っ
て
、
国
家
が
人
間
の
生
死
を
管
理
・
意
味
づ
け
す
る
こ
と
に
つ

な
が
り
、
さ
ら
に
は
新
た
な
戦
争
へ
国
民
を
駆
り
立
て
る
装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ

と
に
な
る
と
い
っ
た
も
の
だ
。
宗
教
団
体
が
中
心
と
な
っ
て
こ
の
立
場
か
ら
反
対
し

て
い
る
の
は
、
追
悼
と
は
本
来
、
個
人
の
内
面
の
自
由
に
属
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、

そ
の
魂
を
供
養
す
る
こ
と
は
遺
族
や
友
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
こ
そ
意
味
が
あ
る

の
だ
か
ら
各
宗
教
が
個
別
に
対
応
す
る
べ
き
だ
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。 
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後
者
の
立
場
は
、
靖
国
神
社
こ
そ
が
戦
没
者
追
悼
の
中
心
的
施
設
で
あ
り
、
新
施

設
の
建
設
は
靖
国
神
社
を
形
骸
化
さ
せ
る
と
し
て
反
対
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
靖

国
神
社
を
支
持
す
る
立
場
は
六
〇
年
代
の
「
靖
国
神
社
国
家
護
持
法
案
」
を
巡
る
議

論
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
。 

 

六
〇
年
代
当
時
は
遺
族
が
中
心
と
な
っ
て
靖
国
神
社
を
支
持
し
て
い
た
。
靖
国
神

社
の
国
家
護
持
は
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
日
本
遺
族
会
が
政
府

へ
毎
年
提
出
し
て
い
た
要
望
事
項
の
な
か
で
最
多
で
あ
っ
た
二
六

。 

 

日
本
遺
族
会
は
戦
没
者
の
遺
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
構
成
員
は
年
々
、

自
然
に
減
少
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
靖
国
神
社
の
国
家
護
持
を
求

め
て
国
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
遺
族
会
が
一
定
の
強
さ
を
持
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
に
遺
族
会
は
国
政
選
挙
に
お
い
て
代
表
候
補
を
参
議
院

の
全
国
区
選
挙
に
立
て
て
い
た
が
、
そ
の
得
票
数
は
年
々
上
昇
し
て
お
り
当
選
も
さ

せ
て
い
た
二
七
。
し
か
し
、
遺
族
に
対
す
る
主
な
恩
給
で
あ
る
公
務
扶
助
料
の
受
給
者

は
、
一
九
五
五
年
初
頭
は
百
五
十
万
人
、
一
九
八
〇
年
に
は
六
十
万
人
に
減
少
し
て

お
り
遺
族
の
人
数
そ
の
も
の
は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
得
票
数
が
上
昇
し

た
の
は
、
公
務
扶
助
料
の
受
給
者
以
外
の
人
間
も
遺
族
会
の
組
織
の
一
員
と
し
て
活

動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

公
務
扶
助
料
の
受
給
者
に
扶
養
家
族
が
い
る
場
合
、
加
給
金
が
支
払
わ
れ
る
が
、

扶
養
し
て
い
る
子
が
二
十
歳
を
超
え
る
と
停
止
さ
れ
て
し
ま
う
。
一
九
五
五
年
頃
に

は
子
が
二
十
歳
に
な
る
戦
没
者
妻
が
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
遺
族
会
の
働
き
か
け

に
よ
っ
て
加
給
金
の
停
止
に
対
す
る
救
済
措
置
と
し
て
二
十
万
円
の
国
債
が
特
別

給
付
金
と
し
て
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
特
別
給
付
金
の
獲
得
は
遺
族
の
妻
の
世
代
を
遺

族
会
に
取
り
込
む
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
二
八

。
日
本
遺
族
会
初
代
婦
人
部
長
の
藤
田

見
栄
は
、「
特
別
給
付
金
」
の
支
給
が
認
め
ら
れ
た
感
激
は
組
織
を
一
層
強
化
し
、

一
九
六
三
年
に
未
亡
人
特
別
給
付
金
の
支
給
か
ら
、
多
く
の
未
亡
人
が
団
結
の
必
要

性
を
わ
か
り
、
一
九
七
五
年
ご
ろ
か
ら
未
亡
人
が
積
極
的
に
遺
族
会
の
活
動
に
参
与

す
る
体
制
が
で
き
た
と
語
っ
て
い
る
二
九
。 

 

ま
た
遺
骨
収
集
が
終
了
し
た
地
域
と
遺
骨
収
集
が
望
め
な
い
海
上
に
赴
く
と
い

う
戦
地
巡
拝
が
戦
没
者
の
慰
霊
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
一
九
七

六
年
か
ら
旅
費
所
要
額
の
三
分
の
一
が
国
庫
か
ら
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の

慰
霊
事
業
が
子
の
世
代
を
取
り
込
む
こ
と
に
貢
献
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
戦
跡
巡
礼
の
た
め
の
補
助
金
の
こ
と
を
知
ら
な
い
遺
児
か
ら
「
俺
も
遺
児
な

ん
だ
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
？
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
来
た
場
合
、「
遺
族
会
に
入

れ
ば
申
請
で
き
る
」
と
教
え
、
遺
族
会
に
取
り
込
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
活
動

に
よ
っ
て
戦
跡
巡
拝
に
参
加
し
た
遺
児
に
「
今
度
自
民
党
に
（
投
票
を
）
お
願
い
し

ま
す
」
と
言
え
ば
、
ほ
ぼ
必
ず
投
票
用
紙
に
書
い
て
く
れ
る
と
い
う
状
態
に
ま
で
な

っ
た
と
い
う
三
〇

。 

 

こ
う
い
っ
た
遺
族
会
の
組
織
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
六
五
〜
十
九
七

一
年
の
国
家
護
持
法
案
の
提
出
が
後
押
し
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
も
組
織

と
し
て
の
遺
族
会
の
発
展
は
続
き
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
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遺
族
会
の
組
織
力
は
最
高
潮
に
達
し
た
。 

 
こ
の
遺
族
会
が
従
来
、
靖
国
神
社
を
支
持
す
る
勢
力
の
代
表
格
で
あ
っ
た
。
遺
族

か
ら
し
て
み
れ
ば
戦
没
者
は
肉
親
で
あ
り
身
近
な
存
在
で
あ
る
の
で
、
肉
親
の
た
め

に
靖
国
神
社
を
支
持
す
る
と
い
う
の
は
理
に
適
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
冒

頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
遺
族
の
数
は
減
少
を
続
け
て
お
り
、
現
在
の
日
本
遺
族
会
は

代
表
候
補
も
立
て
て
お
ら
ず
靖
国
神
社
を
支
持
す
る
有
力
な
団
体
だ
と
は
考
え
に

く
い
。
で
は
い
っ
た
い
ど
う
い
っ
た
勢
力
が
靖
国
神
社
を
支
持
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。 

 

小
泉
が
総
裁
選
以
来
明
言
し
て
い
た
靖
国
参
拝
問
題
が
お
き
て
い
る
な
か
、
参
拝

を
支
持
す
る
団
体
と
し
て
、
二
〇
〇
一
年
七
月
に
「
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
を
求
め

る
国
民
の
会
」（
代
表
・
小
堀
桂
一
郎
）、
八
月
に
「
小
泉
総
理
の
靖
国
神
社
参
拝
を

実
現
さ
せ
る
超
党
派
国
会
議
員
有
志
の
会
」（
会
長
・
保
岡
興
治
、
後
に
高
市
早
苗
）

が
結
成
さ
れ
た
三
一

。
追
悼
懇
発
足
後
の
二
〇
〇
二
年
六
月
十
一
日
に
は
こ
の
両
会
の

共
催
で
「
国
立
追
悼
施
設
に
反
対
す
る
国
民
集
会
」
が
開
か
れ
国
会
議
員
百
十
六
名

に
加
え
て
約
二
千
人
の
参
加
者
を
集
め
た
三
二

。
追
悼
懇
の
報
告
書
提
出
を
控
え
た
十

二
月
四
日
に
は
「
靖
国
神
社
に
代
わ
る
国
立
追
悼
施
設
に
断
固
反
対
す
る
緊
急
集
会
」

と
国
会
請
願
行
進
が
行
わ
れ
、
集
会
に
は
古
賀
誠
、
中
川
昭
一
を
は
じ
め
国
会
議
員

三
十
五
名
が
参
加
し
た
。
六
月
十
一
日
の
集
会
に
お
け
る
決
議
文
に
よ
る
と
、
主
な

反
対
理
由
は
次
の
三
点
で
あ
っ
た
。 

 

 

一
、
中
国
や
韓
国
が
批
判
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
屈
し
て
靖

国
神
社
と
別
の
施
設
を
作
る
こ
と
は
外
国
の
内
政
干
渉
を
許
し
て
い
る
。 

 

二
、
靖
国
神
社
は
戦
没
者
追
討
の
中
心
的
施
設
で
あ
る
。
も
し
も
新
た
に
国
立
追

悼
施
設
を
つ
く
れ
ば
、
靖
国
神
社
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

三
、
国
が
靖
国
神
社
と
別
の
追
悼
施
設
を
つ
く
る
こ
と
は
、
英
霊
の
靖
国
神
社
に

対
す
る
思
い
を
無
視
す
る
背
信
行
為
と
な
る
三
三
。 

 
 

 

新
し
い
追
悼
施
設
が
で
き
れ
ば
靖
国
神
社
の
存
在
意
義
が
相
対
的
に
弱
ま
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
危
機
感
か
ら
反
対
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

た
だ
、
こ
の
立
場
の
参
加
者
の
な
か
に
は
Ａ
級
戦
犯
を
分
祀
し
た
後
に
靖
国
神
社

で
追
悼
を
行
う
べ
き
と
い
う
考
え
を
持
っ
た
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
古
賀
誠
な
ど
が

そ
れ
に
該
当
し
「
あ
れ
は
昭
和
五
三
年
。
突
然
、
合
祀
さ
れ
た
、
そ
の
以
前
の
状
態

に
戻
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
事
は
宮
司
さ
ん
預
か
っ
て
く
だ
さ
い
と
。
そ
し
て
あ

の
戦
争
の
決
着
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
着
け
て
く
だ
さ
い
よ
。
と
い
う
こ
と
を
お
願

い
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
私
の
分
祀
論
な
ん
で
す
」
と
い
っ
た
意
見
を
述
べ
て
い
る

三
四

。 

 
新
し
い
追
悼
施
設
に
反
対
す
る
集
会
は
「
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
を
求
め
る
国
民

の
会
」
と
「
小
泉
総
理
の
靖
国
神
社
参
拝
を
実
現
さ
せ
る
超
党
派
国
会
議
員
有
志
の

会
」
の
両
会
の
共
催
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
会
も
含
め
て

反
対
集
会
に
は
日
本
会
議
が
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
日
本
会
議
は
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そ
の
活
動
方
針
に
「
政
府
や
政
治
家
の
皆
さ
ん
が
常
に
国
へ
の
誇
り
を
持
っ
て
、
国

益
を
守
り
国
民
の
多
数
意
思
を
大
切
に
す
る
政
治
の
実
現
を
求
め
て
国
民
運
動
を

展
開
し
ま
す
」
と
あ
り
三
五

、
そ
の
国
民
運
動
の
歩
み
に
お
い
て
前
述
し
た
一
連
の
反

対
集
会
と
、
二
つ
の
会
の
ど
ち
ら
も
が
記
載
さ
れ
て
い
る
三
六
。
日
本
会
議
は
毎
年
八

月
十
五
日
に
は
靖
国
神
社
で
「
戦
没
者
追
悼
中
央
国
民
集
会
」
の
開
催
も
続
け
て
お

り
三
七

、
傘
下
の
日
本
会
議
国
会
議
員
懇
談
会
を
通
し
て
靖
国
神
社
で
の
戦
没
者
追
悼

に
関
す
る
要
望
を
国
政
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
日
本
会
議
は
靖
国

神
社
を
支
持
す
る
最
も
主
要
な
勢
力
と
な
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
遺
族
会
と
違
っ
て
日
本
会
議
は
直
接
的
な
靖
国
神
社
と
の
関
係
が
な
い
。

そ
れ
で
も
日
本
会
議
が
靖
国
神
社
を
支
持
す
る
の
は
、
血
縁
関
係
や
利
益
関
係
な
ど

で
は
な
く
、
そ
の
思
想
や
信
念
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
会
議
の
オ
ピ

ニ
オ
ン
に
は
「
靖
国
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、「
世
界
の
多
く
の
国
で
は
、
そ
の
国

の
文
化
・
伝
統
・
慣
習
に
従
っ
た
方
式
に
よ
っ
て
戦
歿
者
を
慰
霊
・
顕
彰
し
て
感
謝

の
誠
を
捧
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
他
国
の
介
入
を
許
さ
な
い
国
家
の
根
源
に
か
か
わ

る
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
戦
歿
者
慰
霊
・

顕
彰
の
中
心
的
施
設
は
靖
国
神
社
で
あ
り
、「
戦
歿
者
を
追
悼
し
平
和
を
祈
念
す
る

日
」
で
あ
る
八
月
十
五
日
に
、
首
相
が
政
府
及
び
国
民
を
代
表
し
て
靖
国
神
社
に
参

拝
し
、
英
霊
に
対
し
、
深
甚
な
る
追
悼
と
感
謝
の
意
を
表
す
こ
と
は
、
至
極
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
声
明
を
掲
載
し
て
い
る
三
八

。 

 

日
本
会
議
の
主
張
は
ど
れ
も
非
常
に
保
守
的
で
全
国
民
的
同
意
を
得
ら
れ
る
も

の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
が
、
国
会
議
員
が
そ
の
意
向
に
耳
を
傾
け
る
姿
勢
を
示

す
の
は
一
重
に
選
挙
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
日
本
は
一
九
九
四
年
に
小
選
挙
区
比
例
代

表
制
並
立
制
を
導
入
し
た
。
小
選
挙
区
で
は
僅
差
の
勝
負
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
各

議
員
に
と
っ
て
投
票
し
て
く
れ
る
支
持
団
体
は
重
要
な
存
在
と
な
る
。
日
本
会
議
が

設
立
さ
れ
た
の
は
、
導
入
後
初
の
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
翌
年
の
一
九
九
七
年
で
あ
る
。

国
会
議
員
が
こ
う
し
た
団
体
の
意
向
を
無
視
で
き
な
い
制
度
的
前
提
が
生
ま
れ
て

い
る
こ
と
は
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

衰
退
す
る
日
本
遺
族
会
に
代
わ
っ
て
、
こ
う
し
た
新
た
な
勢
力
が
台
頭
し
て
き
た

こ
と
に
よ
っ
て
靖
国
神
社
を
支
持
す
る
力
が
衰
え
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

次
に
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
だ
。 

 

小
泉
首
相
が
終
戦
記
念
日
に
靖
国
神
社
を
参
拝
し
た
こ
と
を
受
け
、
毎
日
新
聞
が

十
五
、十
六
の
両
日
に
世
論
調
査
を
実
施
し
た
。そ
の
結
果
は
参
拝
を「
評
価
す
る
」

と
い
う
回
答
は
五
〇
％
で
、「
評
価
し
な
い
」
は
四
六
％
だ
っ
た
三
九

。
毎
日
新
聞
の

調
査
は
二
〇
〇
六
年
も
の
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
二
年
に
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
が
発
行
す
る

雑
誌『
Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
』二
〇
〇
二
年
九
月
号
で
靖
国
参
拝
に
関
す
る
特
集
を
組
み「
経

営
者
百
人
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
し
て
百
十
四
名
の
経
営
者
か
ら
靖
国
問
題
へ
の
ア
ン
ケ

ー
ト
回
答
を
得
て
い
る
。
そ
の
結
果
も
賛
成
と
反
対
が
ほ
ぼ
半
々
に
な
っ
て
い
た
。

小
泉
政
権
の
時
代
は
全
体
的
に
靖
国
参
拝
に
対
す
る
意
見
は
賛
成
と
反
対
が
ほ
ぼ

半
々
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
反
対
派
が
圧
倒
的
に
強
か
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。 

 

追
悼
懇
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
最
中
の
二
〇
〇
二
年
四
月
八
日
に
小
泉
は
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「（
代
替
施
設
は
）
靖
国
と
は
別
で
す
か
ら
」
と
し
て
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
考
え

を
表
明
し
、
実
際
二
十
一
日
に
参
拝
を
し
た
。
こ
れ
は
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
考
え
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
追
悼

懇
の
委
員
か
ら
は
「
発
言
の
意
味
は
大
き
い
。
い
よ
い
よ
何
の
た
め
の
議
論
か
分
か

ら
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
意
見
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
四
〇

。
さ
ら
に
参
拝
に
際
し
て

「
国
の
た
め
に
尊
い
犠
牲
と
な
っ
た
方
々
に
対
す
る
追
悼
の
対
象
と
し
て
、
長
き
に

わ
た
っ
て
多
く
の
国
民
の
間
で
中
心
的
な
施
設
と
な
っ
て
い
る
靖
国
神
社
に
参
拝

し
て
、
追
悼
の
誠
を
捧
げ
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
」
と
所
感
を

述
べ
四
一

、
こ
の
時
点
で
委
員
の
間
で
は
追
悼
懇
そ
の
も
の
の
存
在
意
義
を
疑
問
視
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
追
悼
懇
の
意
義
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
発
言
が
首
相

自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
追
悼
施
設
を

推
進
す
る
側
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
が
結
果
と
し
て
追
悼
懇

の
報
告
書
が
棚
上
げ
さ
れ
る
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
と
い
う
案
が
な
ぜ
浮
上
し
、
そ
の
施
設
は
ど
う
い

っ
た
性
格
の
も
の
で
、
そ
れ
が
な
ぜ
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
を
見
て
き
た
。
戦
没

者
追
悼
事
業
を
恒
久
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
は
必
要
だ

と
考
え
る
が
、
こ
の
新
施
設
に
反
対
す
る
勢
力
は
理
屈
や
論
理
で
は
な
く
、
思
想
や

信
念
と
い
っ
た
感
情
的
な
も
の
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
駅

を
Ａ
町
に
作
る
の
か
、
Ｂ
町
に
作
る
の
か
」
と
い
っ
た
政
策
課
題
と
は
性
格
が
全
く

異
な
る
。
こ
の
状
況
で
物
事
を
決
め
る
た
め
に
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
あ
る
人
物
に

よ
る
政
治
的
決
断
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
新
し
い
追
悼
施
設
に

理
解
の
あ
る
人
物
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
し
か
も
そ
の
人
物
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

発
揮
で
き
る
よ
う
な
政
治
的
環
境
も
必
要
で
あ
る
。 

 

と
は
い
え
、
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
を
巡
る
議
論
に
意
味
が
な
い
と
は
思
え
な
い
。

日
本
と
同
じ
く
敗
戦
を
経
験
し
た
ド
イ
ツ
も
長
ら
く
戦
没
者
追
悼
に
関
し
て
問
題

を
抱
え
て
い
た
が
、
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
を
き
っ
か
け
と
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
し

よ
う
と
す
る
機
運
が
高
ま
り
急
展
開
を
し
た
と
い
う
例
も
あ
る
四
二

。
日
本
も
安
全
保

障
関
連
法
案
に
よ
っ
て
国
の
安
全
を
守
る
た
め
に
自
衛
隊
が
実
際
に
戦
闘
行
為
に

及
び
死
没
す
る
可
能
性
が
以
前
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
。
殉
職
し
た
自
衛
隊
員
の
た

め
に
防
衛
省
内
部
に
は
メ
モ
リ
ア
ル
ゾ
ー
ン
と
い
う
施
設
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
限
ら

れ
た
人
に
し
か
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
国
の
た
め
に
死
没
し
た
人
が
新
た
に
現
れ
、

ど
う
す
れ
ば
誰
も
が
わ
だ
か
ま
り
な
く
追
悼
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
早
急

に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
参
考
す
る
価
値

あ
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
問
題
を
ど
う
す
れ
ば
解
決

で
き
る
の
か
と
い
う
議
論
は
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
古
川
が
「
当
時
の

議
論
は
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
」
と
言
う
の
も
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う

四
三

。 

 

最
後
に
、
新
し
い
国
立
追
悼
施
設
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
が
国
の
た
め
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に
亡
く
な
っ
た
人
に
対
し
て
追
悼
の
意
を
捧
げ
る
恒
久
的
な
場
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
い
つ
で
も
誰
で
も
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
追
悼
施
設
を
作
っ
て
こ
そ
、

国
や
国
民
は
戦
没
者
に
対
し
て
追
悼
の
意
を
捧
げ
る
こ
と
を
通
し
て
生
命
の
尊
さ

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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学
博
士
論
文
、
二

〇
〇
四
年 

赤
沢
史
朗
『
靖
国
神
社
―
せ
め
ぎ
あ
う
〈
戦
没
者
追
悼
〉
の
ゆ
く
え
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年 

三
土
修
平
『
靖
国
問
題
の
原
点
（
増
訂
版
）』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年 

『
ウ
ッ
ダ
ー
ド
文
書
』
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
、
二
〇
〇
六
年 

矢
野
敬
一
『
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
近
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年 

西
村
明
『
戦
後
日
本
と
戦
死
者
慰
霊
』
有
志
社
、
二
〇
〇
六
年 

今
井
昭
彦
『
近
代
日
本
と
戦
死
者
祭
祀
』
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
六
年 

『
佐
藤
功
旧
蔵
資
料（「
閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
問
題
に
関
す
る
懇
談
会
」関
係
資
料
）』

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
、
二
〇
〇
七
年 

国
立
国
会
図
書
館
編
『
新
編
靖
国
神
社
問
題
資
料
集
』
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
〇

七
年 

国
学
院
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
慰
霊
と
顕
彰
の
間
』
錦
正
社
、
二
〇
〇

八
年 

国
学
院
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
霊
魂
・
慰
霊
・
顕
彰
』
錦
正
社
、
二
〇

一
〇
年 

国
学
院
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
招
魂
と
慰
霊
の
系
譜
』
錦
正
社
、
二
〇

一
三
年 

秦
郁
彦
『
靖
国
神
社
の
祭
神
た
ち
』
新
潮
社
、
二
〇
一
〇
年 

山
本
浄
邦
『
国
家
と
追
悼
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年 

岡
崎
匡
史
『
日
本
占
領
と
宗
教
改
革
』
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
二
年 

清
水
節
『
日
本
占
領
と
宗
教
制
度
改
革
』
國
學
院
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
一
二
年 

神
社
本
庁
編
『
靖
国
神
社
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
一
二
年 

原
田
敬
一
『
兵
士
は
ど
こ
へ
行
っ
た
』
有
志
舎
、
二
〇
一
三
年 

三
土
修
平
『
靖
国
問
題
の
深
層
』
幻
冬
舎
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
二
〇
一
三
年 

江
藤
名
保
子
『
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
の
日
本
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
四
年 

赤
澤
史
朗
『
戦
没
者
合
祀
と
靖
国
神
社
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年 

 

斎
藤
憲
司
「
戦
後
の
靖
国
神
社
問
題
の
推
移
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト 

臨
時
増
刊
』
八
四
八

号
、
一
九
八
五
年 
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南
守
夫
「
ド
イ
ツ
戦
没
者
追
悼
史
と
靖
国
・
国
立
墓
苑
問
題
（
上
）」『
戦
争
責
任
研

究
』
第
三
六
号
、
二
〇
〇
二
年 

南
守
夫
「
ド
イ
ツ
戦
没
者
追
悼
史
と
靖
国
・
国
立
墓
苑
問
題
（
中
）」『
戦
争
責
任
研

究
』
第
三
七
号
、
二
〇
〇
二
年 

南
守
夫
「
ド
イ
ツ
戦
没
者
追
悼
史
と
靖
国
・
国
立
墓
苑
問
題
（
下
）」『
戦
争
責
任
研

究
』
第
三
八
号
、
二
〇
〇
二
年 

清
水
節
「G

H
Q
/SCAP

の
神
道
研
究
に
関
す
る
資
料
（
一
）」『
日
本
学
研
究
』
七
、

金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年 

小
川
原
正
道
「
靖
国
神
社
問
題
の
過
去
と
現
在
」
寺
崎
修
編
『
近
代
日
本
の
政
治
』

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年 

清
水
節
「G

H
Q
/SCAP

の
神
道
研
究
に
関
す
る
資
料
（
二
）」『
日
本
学
研
究
』
八
、

金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年 

清
水
節
「
民
間
情
報
局
「
宗
教
課
」
の
組
織
と
人
事
」『
日
本
学
研
究
』
九
、
金
沢
工

業
大
学
日
本
学
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年 

春
山
明
哲
「
靖
国
神
社
と
は
な
に
か
」『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス 

平
成
一
八
年
七
月
号
』
国

立
国
会
図
書
館
、
二
〇
〇
六
年 

ハ
リ
ー
・
レ
イ
「
ハ
リ
ー
・
レ
イ 

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
シ
リ
ー
ズ 

ジ
ョ
セ

フ
・C

・
ト
レ
イ
ナ
ー
」『
戦
後
教
育
史
研
究
』
二
〇
、
明
星
大
学
戦
後
教
育
史
研
究

セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年 

ハ
リ
ー
・
レ
イ
「
ハ
リ
ー
・
レ
イ 

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
シ
リ
ー
ズ 

ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ケ
ネ
ス
・
バ
ン
ス
」『
戦
後
教
育
史
研
究
』
二
一
、
明
星
大
学
戦
後
教
育
史
研

究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年 

清
水
節
「
占
領
期
「
宗
教
法
人
令
」
の
改
正
問
題
」『
日
本
学
研
究
』
一
一
、
金
沢
工

業
大
学
日
本
学
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年 

奥
健
太
郎
「
参
議
院
全
国
区
選
挙
と
利
益
団
体
̶
日
本
遺
族
会
の
事
例
分
析
」
日
本

選
挙
学
会
編
『
選
挙
研
究
』
二
五
巻
二
号
、
木
鐸
社
、
二
〇
〇
九
年 

清
水
節
「
ウ
ッ
ダ
ー
ド
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
収
「
岸
本
英
雄
日
記
」
に
つ
い
て
」『
日
本

学
研
究
』
一
三
、
金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年 

鮫
嶋
慶
章
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
宗
教
政
策
」『
駒
澤
大
学
史
学
論
集 

四
五
』
駒
澤
大
学
、
二

〇
一
五
年 

 

※
脚
注
で
使
わ
れ
て
い
る
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
最
終
閲
覧
日
は
二
〇
一
六
年
一
月
一
二

日
。	 

 	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 	 

一

小
川
原
正
道
「
靖
国
神
社
問
題
の
過
去
と
現
在
」
寺
崎
修
編
著
『
近
代
日
本
の
政
治
』
法
律
文
化

社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
三
二
頁
。 

二 
前
掲
、
小
川
原
「
靖
国
神
社
問
題
の
過
去
と
現
在
」
二
五
六
頁
。 

三 
「
小
泉
純
一
郎
自
民
党
新
総
裁
会
見
〈
要
旨
〉」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
四
月
二
十
五
日
朝

刊
。 

四 

「
靖
国
参
拝
は
首
相
と
し
て
」『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
五
月
十
四
日
夕
刊
。 

五 

若
宮
啓
文
『
戦
後70

年
保
守
の
ア
ジ
ア
観
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
七
四
頁
。 

六 

「
古
川
貞
二
郎
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
よ
り
。
二
〇
一
五
年
十
二
月
十
一
日
実
施
。 

七 

「
資
料
・
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
の
談
話（
平
成
十
三
年
八
月
十
三
日
）」国
際
宗
教
研
究
所
編『
新

し
い
追
悼
施
設
は
必
要
か
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
九
九
〜
三
〇
〇
頁
。 
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八 
肩
書
は
委
員
就
任
当
時
の
も
の
。 

九 

藤
本
頼
生
「
慰
霊
・
追
悼
の
政
治
性
・
宗
教
性
̶
問
題
視
さ
れ
る
「
習
慣
」
と
は
何
か
̶
」
國

學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
招
魂
と
慰
霊
の
系
譜
』
錦
正
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
七

六
〜
一
八
二
頁
。 

一
〇 

前
掲
、
小
川
原
「
靖
国
神
社
問
題
の
過
去
と
現
在
」
二
五
三
頁
。 

一
一 

坂
元
一
哉
「
首
相
の
靖
国
参
拝
と
日
中
関
係
」『
阪
大
法
学
』
六
四
、
二
〇
一
四
年
、
七
八
五

頁
。 

一
二 

江
藤
名
保
子『
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
の
日
本
』勁
草
書
房
、二
〇
一
四
年
、四
五
頁
。 

一
三 

同
右
、
四
一
〜
五
八
頁
。 

一
四 

前
掲
、
若
宮
『
戦
後70

年
保
守
の
ア
ジ
ア
観
』
六
七
頁
。 

一
五 

長
谷
川
和
年『
首
相
秘
書
官
が
語
る
中
曽
根
外
交
の
裏
舞
台
』朝
日
新
聞
出
版
、二
〇
一
四
年
、

二
八
六
頁
。 

一
六 

前
掲
、
若
宮
『
戦
後70

年
保
守
の
ア
ジ
ア
観
』
六
九
頁
。 

一
七 

「
追
悼
懇
」
の
開
催
状
況
は
左
記
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
。 

http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/kaisai-dex.htm

l 

一
八 

「
追
悼
懇
」
の
報
告
書
は
左
記
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
。 

http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/kettei/021224houkoku.htm

l 

一
九 

「
追
悼
懇
」
第
七
回
会
合
は
左
記
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
。 

http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/dai7/7gijiyousi.htm

l 

二
〇 

「
追
悼
懇
」
報
告
書
・
参
考
意
見
は
左
記
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/kettei/021224houkoku.htm

l#sankou 

二
一 

戦
後
の
靖
国
神
社
が
宗
教
法
人
と
し
て
再
出
発
す
る
経
緯
は
、
岡
崎
匡
史
『
日
本
占
領
と
宗
教

改
革
』
学
術
叢
書
、
二
〇
一
二
年
。
及
び
清
水
節
『
日
本
占
領
と
宗
教
制
度
改
革
』
國
學
院
大
學

博
士
論
文
、
二
〇
一
二
年
。
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。 

二
二 

靖
国
神
社
国
家
護
持
法
案
を
め
ぐ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
赤
澤
史
朗
『
靖
国
神
社 
せ
め
ぎ
あ

う
〈
戦
没
者
追
悼
〉
の
ゆ
く
え
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。 

二
三 

蓮
池
隆
広
「
新
国
立
追
悼
施
設
構
想
と
そ
の
反
響
」
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
新
し
い
追
悼
施
設

は
必
要
か
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
九
頁
。 

二
四 

前
掲
、
蓮
池
「
新
国
立
追
悼
施
設
構
想
と
そ
の
反
響
」
一
七
〇
〜
一
七
一
頁
。 

二
五 

前
掲
、
蓮
池
「
新
国
立
追
悼
施
設
構
想
と
そ
の
反
響
」
一
六
四
頁
。 

二
六 

奥
健
太
郎
「
参
議
院
全
国
区
選
挙
と
利
益
団
体
―
日
本
遺
族
会
の
事
例
分
析
」
日
本
選
挙
学
会

編
『
選
挙
研
究
』
二
五
巻
二
号
、
木
鐸
社
、
二
〇
〇
九
年
、
七
一
頁
。 

二
七 

同
右
、
六
七
頁
。 

二
八 

前
掲
、
奥
「
参
議
院
全
国
区
選
挙
と
利
益
団
体
―
日
本
遺
族
会
の
事
例
分
析
」
七
三
頁
。 

二
九 

能
勢
昭
子
「
過
ぎ
し
日
々
へ
の
回
想
」『
英
霊
に
捧
ぐ
、
残
さ
れ
し
日
々
』
高
知
県
遺
族
会
、

一
九
九
一
年
、
二
四
七
頁
。 

三
〇 

前
掲
、
奥
「
参
議
院
全
国
区
選
挙
と
利
益
団
体
―
日
本
遺
族
会
の
事
例
分
析
」
七
五
頁
。 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

三
一 

前
掲
、
蓮
池
「
新
国
立
追
悼
施
設
構
想
と
そ
の
反
響
」
一
五
九
〜
一
六
一
頁
。 

三
二 

代
表
発
起
人
に
は
、
草
柳
大
蔵
、
小
堀
桂
一
郎
、
小
林
よ
し
の
り
、
津
川
雅
彦
、
中
西
輝
政
、

船
村
徹
、
前
野
徹
、
渡
部
昇
一
ら
十
七
名
が
名
前
を
連
ね
、
自
民
党
の
靖
国
護
持
派
や
遺
族
会
系

の
国
会
議
員
を
中
心
と
し
た
政
治
家
が
出
席
し
、
亀
井
静
香
ら
が
挨
拶
を
し
た
。
こ
れ
ま
で
賛
成

に
も
反
対
に
も
ま
わ
ら
ず
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
日
本
遺
族
会
会
長
の
古
賀
誠
も
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
寄
せ
た
。 

三
三 

「
資
料
・
国
立
追
悼
施
設
に
反
対
す
る
国
民
集
会 

決
議
文
」
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
新
し
い

追
悼
施
設
は
必
要
か
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
、
三
一
五
〜
三
一
六
頁
。 

三
四 

二
〇
一
四
年
六
月
九
日
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ
「
荻
上
チ
キ
・Session-22

」
の
特
集
「
自
民
党
・

大
研
究
」（
ゲ
ス
ト
・
御
厨
貴
、
中
北
浩
爾
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ
武
田
一
顯
記
者
）
で
記
者
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
そ
う
応
え
て
い
る
。
放
送
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
「
古
賀
誠
・
元
自
民
党
幹
事
長
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
。
一
部
書
き
起
こ
し
」
で
参
照
可
能
。 

http://w
w
w
.tbsradio.jp/ss954/2014/06/20140616-1.htm

l 

三
五 

「
日
本
会
議
の
活
動
方
針
」 

http://w
w
w
.nipponkaigi.org/about/katsudo 

三
六 

「
日
本
会
議
・
国
民
運
動
の
歩
み
」 

http://w
w
w
.nipponkaigi.org/activity/ayum

i 

三
七 

「
第
二
十
九
回
戦
歿
者
追
悼
中
央
国
民
集
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
」 

http://w
w
w
.nipponkaigi.org/w

p-content/uploads/2015/08/

第29

回
戦
歿
者
追
悼
中

央
国
民
集
会
プ
ロ
グ
ラ
ム.pdf 

三
八

第
二
十
四
回
戦
没
者
追
悼
中
央
国
民
集
会
「
声
明
」
と
「
首
相
談
話
に
関
す
る
日
本
会
議
の
見

解
」 

https://w
w
w
.nipponkaigi.org/opinion/archives/1193 

三
九 

「
小
泉
首
相
靖
国
参
拝
・
評
価
五
〇
％
、
批
判
四
六
％
」『
毎
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
八
月
十

七
日
朝
刊
。 

四
〇 

「
靖
國
代
替
慰
霊
施
設
の
構
想
、
意
見
集
約
で
き
ず
」
全
国
戦
友
連
合
会
『
戦
友
連
』
四
〇
三

号
、
二
〇
〇
二
年
八
月
二
十
五
日
。 

四
一 

「
資
料
・
靖
国
神
社
参
拝
に
関
す
る
所
感
（
平
成
十
四
年
四
月
二
十
一
日
）」
国
際
宗
教
研
究

所
編
『
新
し
い
追
悼
施
設
は
必
要
か
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
、
三
〇
〇
頁
。 

四
二 

ド
イ
ツ
の
事
情
に
関
し
て
は
、
南
守
夫
「
ド
イ
ツ
戦
没
者
追
悼
史
と
靖
国
・
国
立
墓
苑
問
題
」

『
戦
争
責
任
研
究
』
第
三
六
〜
三
八
号
、
二
〇
〇
二
年
。
及
び
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ッ
セ
『
英
霊
』
柏

書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
に
詳
し
い
論
考
が
あ
る
。 

四
三 
「
戦
後
七
十
年
こ
れ
ま
で
・
こ
れ
か
ら 

第
九
回 

国
家
と
死
を
ど
う
考
え
る
か
（
そ
の
一
）」

『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
八
月
十
三
日
朝
刊
。	 


